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   南相馬市 中小企 業支援仮設 施設整 備事業に係 る仮設 施 

   設の無償 貸付及 び譲渡に関 する条 例（素案） 

（趣旨） 

第 １条  こ の条例は、 地方自治法 （昭和 ２２年法律 第６７ 号）第 ２

３ ７条第２項 の規定に 基づき、中 小企業 支援仮設施 設整備 事業に

よ り整備する 仮設施設 を事業者等 に無償 で貸し付け 、又は 譲渡す

る ことに関し 、必要な 事項を定め るもの とする。  

 （定義）  

第 ２条  こ の条例にお いて、次の 各号に 掲げる用語 の意義 は、当 該

各 号に定める ところに よる。  

 ⑴  東日 本大震災  平成２３年 ３月１ １日に発生 した東 北地方 太

平 洋沖地震 及びこれ に伴う津波 による 災害並びに 原子力 災害を

い う。  

 ⑵  事業 者等  法人 及び個人事 業者の ほか、商工 会及び 商工会 議

所 などの商 工関係団 体、農業協 同組合 、漁業協同 組合、 公益法

人 、郵便局 、診療所 、特定非営 利活動 法人、大学 ・民間 等の研

究 機関、そ の他市長 が復興のた めに特 に必要と認 める者 をい

う 。  

 ⑶  仮設 施設  独立 行政法人中 小企業 基盤整備機 構（以 下「中 小

機 構」とい う。）が 、東日本大 震災に 対処するた めの特 別の財

政 援助及び 助成に関 する法律（ 平成２ ３年法律第 ４０号 。以下

「 法」とい う。）第 １３０条１ 項（以 下「法」と いう） に基づ

き 中小機構 が整備し 、市へ譲渡 された 施設をいう 。  

（ 仮設施 設の無償貸付 ）  

第 ３条  市 長は、次に 掲げる者に 対し、 仮設施設を 無償で 貸し付 け

る ことができ る。  

  平成２３年 ３月１ １日におい て市内 で事業を行 ってい た法第

１ ３０ 条第１項の特定 事業者  

⑵  本市におい て復興 を目指す事 業者等 又は復興に 寄与す る事業

者 等  

（ 申請の 手続）  

第 ４条  仮 設施設の貸 付けを受け ようと する者は、 別に定 めると こ

ろ により、申 請書を 市長に提出 しなけ ればならな い。  
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（ 貸付け の決定）  

第 ５条  市 長は、前条 の規定によ る申請 があったと きは、 その内 容

を 審査の上、 貸付けを 決定し、申 請者に 通知するも のとす る。  

２  貸付け の決定を受 けた者（以 下「入 居者」とい う。） は、前 項

の 通知を受け た後に、 申請内容に 変更が 生じたとき は、速 やかに

市 長に届け出 なければ ならない。  

（ 貸付期 間）  

第 ６条  仮 設施設の貸 付期間（以 下「入 居期間」と いう。 ）は、 １

年 以内とする 。ただ し、市長が 特に必 要と認める ときは 、引き 続

き １年を超え ない範 囲において 、入居 期間を延期 するこ とがで き

る 。  

２  入居期 間の延長を 受けようと する者 は、別に定 めると ころに よ

り 、申請書を 市長に 提出しなけ ればな らない。  

３  市長は 、前項の規 定による申 請があ ったときは 、その 内容を 審

査 の上、入居 期間の 延長を決定 し、申 請者に通知 するも のとす

る 。  

（ 仮設施 設の返還）  

第 ７条  入 居者は、次 の各号のい ずれか に該当する ときは 、仮設 施

設 を市長に返 還しなけ ればならな い。  

⑴  入居期間が 終了し たとき。  

⑵  入居者が、 事業を 行わなくな ったと き。  

（ 損害賠 償等）  

第 ８条  入 居者は、貸 付けを受け た仮設 施設を損傷 し、又 は亡失 し

た ときは、速 やかに市 長に届け出 なけれ ばならない 。  

２  仮設施 設の損傷又 は亡失が入 居者の 故意又は過 失によ ると認 め

ら れた場合は 、入居者 は自己の責 任にお いて修理し 、又は 損害を

賠 償するもの とする。  

（ 貸付決 定の取消し）  

第 ９条  市 長は、入居 者が次の各 号のい ずれかに該 当する と認め る

場 合は、その 決定を取 り消し、既 に貸付 けした仮設 施設を 返還さ

せ るものとす る。  

⑴  偽りその他 不正の 手段により 、貸付 けを受けた とき。  

⑵  仮設 施設を貸付け 申請内容以 外の他 の目的に使 用したとき。  
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（仮設施設の譲 渡） 

第 １０条  市長は、使 用が終了し た仮設 施設を、次 に掲げ る者に 対

し 、無償又は 時価より も低い価格 で譲渡 することが できる 。  

 ⑴  仮設 施設が所在 する行政区 を単位 として組織 する自 治会又 は

認 可地縁団体  

 ⑵  公共 用又は公益 事業の用に 供する ために、仮 設施設 を必要 と

す る事業者等  

 ⑶  前２ 号に掲げる もののほか 、市の 産業の復興 、雇用 の拡大 等

に 資するもの と認め られる事業 者等  

（ 委任）  

第 １１条  この条例に 定めるもの のほか 、この条例 の施行 に関し 必

要 な事項は、 市長が別 に定める。  

   附  則  

 こ の条例は、 公布の 日から施行 し、平 成２４年３ 月３０ 日から 適

用す る。  

 

 

 


